
【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.8

【根拠条文】 法第27条の25第1項及び第2項

【提出先】 東海財務局長

【氏名又は名称】 株式会社豊田自動織機

取締役社長 伊藤 浩一

【住所又は本店所在地】 愛知県刈谷市豊田町２丁目１番地

【報告義務発生日】 2026年6月23日

【提出日】 2026年6月25日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 2

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 単体の株券等保有割合が1％以上減少したこと

株券等保有割合が1％以上減少したこと

株券等に関する担保契約等重要な契約の変更

共同保有者の減少
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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 株式会社デンソー

証券コード 6902

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京・名古屋

第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人 （株式会社）

氏名又は名称 株式会社豊田自動織機

住所又は本店所在地 愛知県刈谷市豊田町２丁目１番地

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 1926年11月18日

代表者氏名 伊藤 浩一

代表者役職 取締役社長

事業内容
自動車（車両・エンジン・カーエアコン用コンプレッサー）、産業車両、繊

維機械等の製造・販売

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 財務統括部財務室 河合 翠

電話番号 (0566)22-2511

（２）【保有目的】

主に自動車関連事業におけるコンプレッサーに関する海外合弁会社の共同運営をはじめとした取引関係や協業関係の構築、

維持、強化

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

法第27条の23

第3項第3号

株券又は投資証券等（株・口） 8,656 1,500

新株予約権証券又は新投資口

予約権証券等（株・口）
A - H O

新株予約権付社債券（株） B - I P

対象有価証券カバードワラント C J Q

株券預託証券

株券関連預託証券 D K R

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L S

対象有価証券償還社債 F M T

他社株等転換株券 G N U

合計（株・口） V 8,656 W X 1,500 Y

信用取引により譲渡したこと

により控除する株券等の数
Z

共同保有者間で引渡請求権等

の権利が存在するものとして

控除する株券等の数

AA

保有株券等の数（総数）

（V+W+X+Y-Z-AA）
AB 10,156

株券、株券預託証券及び株券

信託受益証券のうち保有潜在

株券等の数に加算すべきもの

の数

AC

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L

+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC）

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（2026年6月23日現在）
AD 2,910,979,691

提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の

数
AE

保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡

請求権等の権利が存在するものとして控除

する潜在株券等の数

AF

上記提出者の株券等保有割合（％）

（AB/（AD+AE-AF）×100）
0.00
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直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
6.35

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況(短期大量譲渡に該当する場合)】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 譲渡の相手方 単価

2026年6

月23日

株券（普通株

式）
184,887,500 6.35 市場外 処分

株式会社デン

ソー
1,696

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

三井住友信託銀行株式会社と平成12年9月8日に退職給付信託契約を締結。提出者1が定める年金規約に基づく掛金の支払、お

よび退職金支給規定に基づく一時金の給付にあてるため、当該株式6,798,000株（2023年10月1日付の株式分割後27,192,000

株）を信託設定した。当該株式に属する議決権の行使に関する指図権は提出者1が有する。

提出者1は、2025年6月3日、提出者2との間で公開買付けに係る合意書（その後の変更を含み、以下「本公開買付合意書」と

いう。）を締結し、本公開買付合意書において、提出者2が設立したトヨタアセット準備株式会社（以下「本公開買付者」と

いう。）により実施される予定の提出者1の株券等に対する公開買付け（以下「本公開買付け」という。）が成立し、その決

済が完了した後、発行者が自己株式の公開買付け（以下「本自己株公開買付け」という。）を開始した場合、提出者1が同日

時点において保有する発行者の普通株式の全て（157,705,656株）及び退職給付信託の信託財産として三井住友信託銀行株式

会社（再信託先：株式会社日本カストディ銀行）に信託している発行者の普通株式の全て（27,192,000株）（合計

184,897,656株。これらを総称して、以下「本株式」という。）を本自己株公開買付けに応募すること等を合意している。本

公開買付合意書に、2025年6月20日付で、本公開買付者が当事者として参加した。本公開買付者は、提出者1の株券等を取得

することを目的として、2026年1月15日から2026年3月23日までを買付け等の期間とする本公開買付けを実施した。本公開買

付けは2026年3月23日に成立しており、2026年3月30日に本公開買付けに係る決済が完了した。提出者1は、本公開買付合意書

に基づき、発行者が実施した2026年4月30日から2026年6月1日までを買付け等の期間とする本自己株公開買付けに本株式の全

てを応募した。本自己株公開買付けは、2026年6月1日に終了し、応募された株券等の総数が買付予定数（184,897,656株）を

超え、応募株主の間であん分比例の方式による売却となった結果、本株式のうち184,887,500株について買付けが成立した。

なお、本自己株公開買付けに係る決済は、2026年6月23日に完了した。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（AG）（千円）

借入金額計（AH）（千円）

その他金額計（AI）（千円）

上記（AI）の内訳

2023年10月1日付の株式分割（1：4）により普通株式228,512,292株を取得。

2023年12月13日付の売出しにより普通株式119,785,400株を処分。

2026年6月23日付で本自己株公開買付けへの応募により、普通株式

184,887,500株を処分。

取得資金合計（千円）（AG+AH+AI）

先に取得したものから順番に処分したと仮定して差し引く方法により記載しております。

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地
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２【提出者（大量保有者）／２】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人 （株式会社）

氏名又は名称 トヨタ不動産株式会社

住所又は本店所在地 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 1953年8月17日

代表者氏名 山村 知秀

代表者役職 取締役社長

事業内容 不動産の開発・賃貸・運営管理ならびに有価証券等への投資

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 経理部 部長　戸田 陽

電話番号 052-584-7111

（２）【保有目的】

政策投資

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

法第27条の23

第3項第3号

株券又は投資証券等（株・口） 133,235,200

新株予約権証券又は新投資口

予約権証券等（株・口）
A - H O

新株予約権付社債券（株） B - I P

対象有価証券カバードワラント C J Q

株券預託証券
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株券関連預託証券 D K R

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L S

対象有価証券償還社債 F M T

他社株等転換株券 G N U

合計（株・口） V 133,235,200 W X Y

信用取引により譲渡したこと

により控除する株券等の数
Z

共同保有者間で引渡請求権等

の権利が存在するものとして

控除する株券等の数

AA

保有株券等の数（総数）

（V+W+X+Y-Z-AA）
AB 133,235,200

株券、株券預託証券及び株券

信託受益証券のうち保有潜在

株券等の数に加算すべきもの

の数

AC

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L

+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC）

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（2026年6月23日現在）
AD 2,910,979,691

提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の

数
AE

保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡

請求権等の権利が存在するものとして控除

する潜在株券等の数

AF

上記提出者の株券等保有割合（％）

（AB/（AD+AE-AF）×100）
4.58

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
4.58

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況(短期大量譲渡に該当する場合)】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 譲渡の相手方 単価

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし
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（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（AG）（千円） 82,877,235

借入金額計（AH）（千円） 1,948,906

その他金額計（AI）（千円）

上記（AI）の内訳 2023年10月1日付の株式分割（1：4）により普通株式99,926,400株を取得

取得資金合計（千円）（AG+AH+AI） 84,826,141

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

1 1,948,906

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし

第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】

（１）

（２）

株式会社豊田自動織機

トヨタ不動産株式会社

２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

（１）【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

法第27条の23

第3項第3号

株券又は投資証券等（株・口） 133,243,856 1,500

新株予約権証券又は新投資口

予約権証券等（株・口）
A - H O

新株予約権付社債券（株） B - I P

対象有価証券カバードワラント C J Q

株券預託証券

株券関連預託証券 D K R

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L S

対象有価証券償還社債 F M T

他社株等転換株券 G N U

合計（株・口） V 133,243,856 W X 1,500 Y
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信用取引により譲渡したこと

により控除する株券等の数
Z

共同保有者間で引渡請求権等

の権利が存在するものとして

控除する株券等の数

AA

保有株券等の数（総数）

（V+W+X+Y-Z-AA）
AB 133,245,356

株券、株券預託証券及び株券

信託受益証券のうち保有潜在

株券等の数に加算すべきもの

の数

AC

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L

+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC）

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（2026年6月23日現在）
AD 2,910,979,691

提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の

数
AE

保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡

請求権等の権利が存在するものとして控除

する潜在株券等の数

AF

上記提出者の株券等保有割合（％）

（AB/（AD+AE-AF）×100）
4.58

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
10.93

（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名
保有株券等の数（総数）

（株・口）
株券等保有割合（％）

株式会社豊田自動織機 10,156 0.00

トヨタ不動産株式会社 133,235,200 4.58

合計 133,245,356 4.58
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